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一人一人の多様性を踏まえた
誰もが参加しやすい地域づくり

令和５年１月２７日

地域コミュニティ活性化推進審議会資料

資料３

本市の区域内における地域住民相互のつながりを基礎とする地域社会をいう。（条例上の定義）

京都市には、１１の行政区の中に、概ね小学校の通学範囲を単位とした２２２の自治組織（学区）
があり、２２２学区ある中、約６，２００の自治会・町内会がある。

学区や自治会・町内会による主体的な地域活動が良好な地域コミュニティを維持・形成している。

京都市
学区区

自治会
・町内会

１学区あたり
平均世帯数 約３，３００世帯

人口 約６，５００人
（京都市推計人口より）

最も一般的な
自治会・町内会の加入世帯数

約５０世帯
（令和３年度アンケート結果より）

地域住民で構成

行政

京都の地域コミュニティ

成り立ち

●室町時代：自治組織「町組」

●明治初期：「番組」

●明治中期：「学区」

学校の機能だけでなく、
町組合所、徴税、戸籍、消防、警察など、

コミュニティセンターとしての機能も

＝「自分たちの”まち”は自分たちで」

現在
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地域コミュニティを取り巻く社会環境の変化
・ 今後京都市の人口は年々減少し、少子高齢化の進展や生産年齢人口の減少が見込まれている。

・ 未婚率の増加や高齢単身世帯の増加などを背景に、家族類型別の世帯構成では「単身世帯」の割合が最も多く、社会的に孤立する世
帯の増加も懸念される。
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資料：総務省統計局「国勢調査（平成２２、２７年）」

単独世帯 夫婦のみの世帯

夫婦と子供から成る世帯 ひとり親と子供から成る世帯

その他の世帯

資料：国立社会保障・人口問題研究所「日本の地域別将来推計人口（平成３０年推計）」

京都市人口の推移 家族類型別世帯数の構成割合
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つながりの希薄化
・ 単身世帯の増加や核家族化などにより、総世帯数は年々増加している一方、自治会・町内会の推計加入世帯数は減少している。

・ 自治会・町内会の運営課題については、「役を担える世帯が少ない」との回答が７割を超え、さらにコロナ禍の影響もあり、つながりの希
薄化が進んでいる。
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資料：令和３年度自治会・町内会アンケート結果より
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行事や活動，会議が多い

活動や会議をする場所がない

地域団体や行政からの依頼業務が多い

活動がマンネリ化している

未加入者や退会者が増えている

活動に対する住民の理解や関心が薄い

住民同士の交流機会が少ない

コロナ禍で活動が難しい

活動への参加者が少ない（固定化している）

役を担える世帯が少ない
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世帯構成も時代に応じて変化

地域住民同士で
支え合う社会

地域でのつながりが
薄くなる一方，

地域以外のつながりも増加。

昭和 平成

つながり方が多様になる
一方，

地域で孤立する世帯も。

令和（現在）

世帯の誰かが地域活動の担い手になり，
地域のつながりが濃い。

地域活動に参加しにくくなり，
地域のつながりが希薄に。

地域活動に参加できない世帯が増え，地域
のつながりが更に希薄に。

世
帯
の
特
徴
・
社
会
背
景
な
ど

・人口増加
・（児童のいる家庭のうち）

専業主婦世帯が過半数
・庭付き一戸建てがゴール

（住宅すごろく）
・５５歳で定年

・（児童のいる家庭のうち）
共働き世帯が過半数

・世帯数（特に単身）が増加
・少子化，晩婚化，未婚化
・住まい方多様化（ﾏﾝｼｮﾝの増加）
・定年延長（６０才→６５才）

・人口減少
・平成の傾向が続く
・単身世帯が約半数
・高齢者がいる世帯が約半数
・テレワークなど多様な働き方拡大
・空き家の増加

つ
な
が
り
方
の
イ
メ
ー
ジ

・ 時代の変遷につれ、家族構成も変遷してきおり、従来のつながり方だけでは希薄化がさらに進む可能性。
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目１ 住民同士のつながりづくり

顔の見える関係づくり
★ 住民間の情報共有における

情報共有のICTツールの活用促進

・ これまでも取り組んできた「顔の見える関係づくり」の促進に加え、地域における新たなつながりを促進するための「ＩＣＴツールの活用」の
促進にも力を入れる。

【地域で取り組んでいる具体的な手法の例】
・地蔵盆や夏祭りなど（多世代が）交流できるイベント
・子ども食堂等、子どもの居場所づくり

・住民が気軽に参加でき、相互に交流できる機会の提供 など)

【行政施策】
住民交流にかかる経費の補助
⇒地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援事業
・高齢者の居場所づくり⇒「健康長寿サロン」
・住民同士が気軽に参加し交流するための機会の提供
（まちづくりカフェの開催、広報協力など）

・地域支え合い創出コーディネーター、まちづくりアドバイザー
による相談対応 など

【地域で取り組んでいる具体的な手法の例】
・誰もが地域の状況を知るきっかけになる媒体の活用
（学区ＨＰの作成、ＳＮＳの活用、回覧物掲示サイト運用など）
・グループ内の情報共有、交流の深まり
（ＬＩＮＥグループを活用、自治会向けアプリの活用） など

【行政施策】
・ＩＣＴ導入にかかる経費の補助⇒ＩＣＴツール導入支援
・自治会向けアプリ導入による負担軽減支援
・地域住民のデジタルデバイド対策⇒出張スマホ講座
・ＳＮＳを活用した学区情報の発信支援
・地域ＳＮＳ（ＰＩＡＺＺＡなど）との連携 など
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目１ 住民同士のつながりづくり
・ つながりづくりを支えるために、京都市の各部局でも様々な視点から支援を行っており、自治会・町内会をはじめとした地域コミュニ

ティの支援では以下の項目を実施している。
・ 引き続き支援を行いつつ、新しいつながりづくりという視点からも、ICT化の活用などに取り組んでいる。

地域コミュニティサポートセンターでの対応 取組事例の紹介 ＩＣＴ化支援

・ スマホ入門・活用講座
⇒ソフトバンク株式会社と連携協定

地域団体等を対象に、無料出張スマホ
講座を開催

・ おうえんポータルサイトにて事例紹介

・ 自治会・町内会アンケート結
果パンフレット内にて事例紹介

・ 「困ったときのヒント集」を
作成し、町内会長へ配布

・ 地域活動のヒントになる
情報の発信

～「新しい地域活動スタイ
ル」事例集～

実施件数 参加人数

令和３年度
（令和３年８月～）

６２件 ８７４名

令和４年度
（１２月末時点）

６５件 ９００名

・ ICTツール導入支援
⇒ICT運用マニュアルの公開

地域団体における導入マニュアル
を京都市情報館上で公開

⇒ICTツール導入への助成

●ケース２：自治会での活動について

ある地域では集会所を活用し、自治会主催のカフェを開催して
おり、一人暮らしの高齢者の見守りにつながっている。また、
関心度の高い「防災」視点から、避難訓練を行った後に備品の
試食会を行い、交流の場を設けるなどしている地域もある。

●ケース１：自治会での担い手不足

自治会の会長を引き受けてくれる人が年々減ってきている。
会長職の負担も多く、なかなか引き受けてもらえない。

後任の方にも担いやすいように、適宜役員の仕事を見直すこと
が大切。まずは、役員内で何が負担かを話し合われたり、住民
の方にアンケートで意見を伺うなど、住民皆ができるだけ納得す
るような検討を進められてはいかがか。

自治会メンバーの高齢化や、役員の固定化などで、活動が
停滞している。今後自治会活動が続けられるよう、他の地域
の事例を参考にしたい。

相談者１

相談者２

サポセン

サポセン
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目１ 住民同士のつながりづくり

地域のＩＣＴ化に係る具体的な事例

令和４年１１月１５日号
市民しんぶん伏見区版「きらり伏見」１面掲載

出張スマホ講座
https://www.city.kyoto.lg.jp/bunshi/page/0000287227.html

自治会・町内会等の地域団体を対象とした、
出張スマホ講座を開催。一部の区役所・支所でも
行政主催で開講している。

自治会町内会専用SNS「いちのいち」活用
～伏見区桃山与五郎町にて導入し活用中～

○導入のきっかけ
町内の組再編成時に役員の負担軽減を目的としてICT導入

を検討し、市へ相談。町内の課題や活用方法などを検討した
結果、「いちのいち」が一番適していたツールだったことで導
入。

○導入後…
回覧板の閲覧機能などで活用。紙の回覧板を待たずとも情
報が素早く届き、過去の掲載情報も遡れるため情報の取りこ
ぼしも防ぐことができ便利。

○導入後の課題
高齢世帯の登録率の伸び悩み。
町内会のICT化を進めることで、ICTに不慣れな世帯が「取り

残されるのではないか」と退会につながらないよう注意が必
要。
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目２ 地域活動への住民の参加促進

自治会・町内会への効果的な加入促進
★ それぞれのライフステージに即した

地域活動への参加促進

・ 転入者や未加入者への加入促進だけではなく、一人一人の多様性を理解し、ライフステージに応じた地域活動への参加促進を進める。
・ 地域側も行政側も地域の実状やライフスタイルの多様性への理解を深める。

【地域で取り組んでいる具体的な手法の例】
・転入者への呼びかけ
・地元の不動産業者への働きかけ
・地域情報の発信（学区のＨＰ作成、ＳＮＳ活用など）
・地域活動の参加呼びかけ、交流事業の実施 など

【行政施策】
・転入者への加入案内、加入希望者の取次
・地域で活用できる呼びかけチラシの作成
・マンション自治会の設立支援
・集合住宅の住民と地域の関わり支援
・行政情報のデジタル発信 など

【地域で取り組んでいる具体的な手法の例】
・お祭り等での子どもや学生が活躍できる機会づくり
・若年世代が参加しやすい地域づくり
・活動内容の見える化・負担の軽減
・外国籍の方にも易しい日本語で積極的に声かけ など

【行政施策】
・大学生、企業、子育て世帯、高齢者向けなど、
ターゲットに応じた情報発信
・情報発信の支援（デジタル化、経費補助など）
・各分野等における地域活動入門・養成講座など
・地域支え合い活動創出事業（社協） など
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目２ 地域活動への住民の参加促進

転入者地域交流支援制度 地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援制度

マンションの新築や戸建て住宅の宅地開発により転入される方が、地域コ
ミュニティに円滑に参加できるように、あらかじめ地域と事業者が転入者の自
治会加入等に関して協議することを支援する制度。

対象：
①特定共同住宅（３階建てかつ１５戸以上の共同住宅）の新築
②1,000㎡以上の戸建て住宅の宅地開発（開発許可を要するもの）

制度の流れ：
①事業者と京都市とで、連絡調整の進め方など事前協議
②地域と事業者とで連絡調整
③事業者が京都市へ状況を報告（報告書の提出）
④連絡調整事項の実施

※地域と事業者が協力して、転入者への地域活動情報の提供、
自治会・町内会への加入案内等を行う。

内容：

事業者は、建築確認、開発許可申請前に、地域（事前に届け出のあった地域の窓口）と
連絡調整（交流促進のための協議）を行い、京都市（地域自治推進室）へ報告。

地域自治を担う住民組織や自治会・町内会などが実施する情報発信
事業や交流・協働事業、運勢活性化事業などの自治会・町内会の加
入促進につながる活動に対して助成する制度。

活用事例①：町内会加入促進チラシの作成・配布

地域活動に参加していただけるように、町内会の意義や役割、年間
行事の紹介や、会費の用途などを記載した加入促進チラシを作成し、
未加入者に配布。

活用事例②：加入促進を目的とした地域交流イベントの開催

自治会の加入、未加入に関わらず、
その地域に住む全世帯を対象とした
イベントを実施し、つながりの大切さ
や啓発を行った。
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京都市地域コミュニティ活性化ビジョン 基本指針1：一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

推進項目２ 地域活動への住民の参加促進

地域コミュニティ活性化に向けた地域活動支援の具体的な活用事例 未加入者の加入促進へ向けた取組事業
～北区柊野学区 山ノ森町内会での取組～

○主な取組
・ビラを作成し、戸別訪問で加入促進活動

・自治会への加入促進や地域活動への参加を促す「のぼり旗」を
作成し、公園など町内の目立つところに立てる

・公園へ設置する防災倉庫を購入する寄付を町内全世帯対象に実
施し、その際にも町内会加入の呼び掛けを実施

○成果
・防災倉庫購入に係り、町内ほぼ全世帯から寄付があり、この呼び
掛けを機に町内会へ加入した世帯も多かった。

・取組前加入世帯５７世帯のところ、取組を機に１０７世帯まで増加。
（加入率５５％⇒７８％）

・住民にも町内会の活動が見え、自主的に公園清掃を行うように
なった。

・未加入者含め、町内の住民の人となりが分かり、次期役員候補
の目星もついてきた。

○今後
・より住民が積極的に参加できるようなイベントの企画を行う体制
構築。

・若い世帯に関心をもってもらう工夫や、仕事をしながらでも町内会
へ参加できるような方法の模索。

11

次回審議会の予定

基本指針１
一人一人の多様性を踏まえた誰もが参加しやすい地域づくり

 推進項目４「地域団体の持続可能な運営支援」

 推進項目３「地域団体による、地域課題の把握・解決」

12

令和５年 第１回審議会（夏頃開催予定）

基本指針３
多様な主体の連携・協働の促進

基本指針２
多様な地域の特性に即した地域活動の推進

11

12
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第２回審議会の目的

多様化する社会に合った、地域とのつながりづくりの検討

 自治会・町内会の加入促進策

 子ども・子育て世帯が地域と関わりやすい方策

 地域活動への参加促進策
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